
かぶら特別栽培農産物認定制度の仕組み

申請時期：原則として生産を開始する２ヶ月前

認定のしくみ
１．登録の申請

生産登録の申請

生産者 審査委員会
(審査)

登録通知 （確認） 生産登録

２．生産開始(生産登録申請書提出後）
確認

（確認責任者）

生産者個人若しくは

生産組合等の代表者等 協力

調査
生産状況の確認

圃場看板の設置 現地・記録調査・指導
栽培管理記録記帳 調査協力

３．認定申請（収穫約１ヶ月前）

認定申請 認定申請
生産者 確認責任者 審査委員会

（経由・確認） （審査）
審査通知 審査通知

申し込み
認定票作成申込

（認定通知を受けた生産者） 許可

４．出荷

認証票を貼付して出荷

５．実績報告(栽培管理記録記・出荷記録等）

実績報告 実績報告
生産者 確認責任者 審査委員会

（経由・確認）

かぶら特別栽培農産物認定審査委員会

（栽培責任者）

JA又は生産組合等の
代表者等であって、
原則として栽培責任
者と同一でないこと

JA

認定を適正に行うための検討協議


